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１ 業務名 

札幌市本庁舎電話交換及び案内業務 

 

２ 契約履行期間 

令和７年 12 月１日から令和 10 年 11 月 30 日まで 

 

３ 対象施設概要 

(1) 所在地 

札幌市中央区北１条西２丁目 

(2) 職員数 

約 2,500 人 

(3) 各業務件数実績（令和６年度） 

業務名 月平均 最大月 最小月 総計 

電話交換業務 4,054 件 5,153 件 3,298 件 48,646 件 

案内業務 2,133 件 2,780 件 1,789 件 25,597 件 

屋上案内業務 2 件 8 件 0 件 21 件 

エレベーター専用運転業務  3 件 5 件 0 件 28 件 

庁内放送業務 30 件 62 件 12 件 357 件 

 

４ 業務概要 

本業務は、市役所本庁舎の電話交換の運営管理及び本庁舎に関係する案内等を適正

かつ効率的に行うものである。 

 

５ 勤務条件等 

(1) 勤務日及び時間 

日曜日、土曜日、国民の祝日に関する法律に規定する休日及び年末年始(12 月 29 日

～１月３日）を除く毎日、８時 45 分から 17 時 15 分までとする。ただし、災害の発

生等により、委託者が必要と認める時は、時間を延長し、または休日等に業務を行う

ことがあるものとする（但し書きによる業務に要する費用については、別途協議す

る）。 

(2) 業務従事者の配置 

ア 電話交換業務 ２席 

イ 案内業務   ３席 
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６ 業務内容・服務等 

(1) 電話交換業務 

「札幌市本庁舎電話交換及び案内業務実施要領」（別紙 1）に基づき、以下の業務

を行うこと。 

ア 電話交換 

入電に対して対応を行い、適切な部署に電話の転送を行うこと。 

イ 電話交換業務場所及び設備等 

電話交換業務実施場所は、札幌市役所本庁舎（札幌市中央区北１条西２丁目）

から公共交通機関等の利用により 30 分以内で到着可能な札幌市内の施設とし、

以下(ｱ)～(ｳ)の各要件を備えた業務区画を用意し、そこで業務を行うこと。 

(ｱ) 業務区画 

物理的に仕切られた、本市業務専用の業務区画（セキュリティ確保のため、

簡単に取り外しや移動ができない程度の仕切を備えた区画）であること。 

席数及び什器等は、業務拡張等の必要に応じて増減を可能とすること。 

電話設備（別紙 4-1「設備（電話）概要」参照） 

(ｲ) 本庁舎の電話網はＮＴＴ東日本のひかり回線を利用しているため、本業務に

おいても同回線の電話網を利用することで転送の際に電話料が無料になること

から、本市はひかり電話オフィスＡ（エース）を利用している。 

受託者は、本業務で使用する回線を別紙 4-1「設備（電話）概要」に記載の

「本業務で使用する回線等」に記載された回線等を収容できる電話交換機等の

設備を以下(ｳ)～(ｶ)の要件を満たしたうえで用意すること。 

なお、これら回線は委託者を名義人とし、月額基本諸費用、通信料、使用料

等は委託者で負担するが、開設等に係る回線工事費用は受託者の負担とするの

で、あらかじめ留意すること。 

(ｳ) 札幌市役所代表電話番号（011-211-2111）への着信について、各席が着信可

能な代表組みができること。また、本市各部局へ、簡易な操作及び手順により

迅速に外線転送ができること。席数及び什器等は、業務拡張等の必要に応じて

増減を可能とすること。 

(ｴ) 受託者は、別紙 4-1「設備（電話）概要」に記載の「本業務で使用する回線

等」に記載された回線を利用するための機器類、さらに下記ａの機能が備わっ

た環境を用意すること。また、それら機器及び環境は、業務拡張等、必要に応じ

て確保できること。 

a メッセージ機能 

サービス提供時間外、電話回線混雑時（あふれ時）、緊急のサービス停止時
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の電話に対して、それぞれ受託者が作成したメッセージを流す機能、また、災

害時等においてアナウンスの内容を変更する必要が生じた場合、即時でアナ

ウンスを変更する機能を有すること。なお、アナウンスの内容は、委託者から

変更を指示された場合は、従うこと。 

なお、応答、放棄等の定義については別紙 5-2 を参照すること。 

(ｵ) 緊急時等に市民との通話内容を録音及び保存できる機能を有する下記 a及び

b の要件を満たす装置が備わっていること（別途装置を設置せずメッセージ機

能対応機器により録音することも可とする。）。 

a 録音方式 

交換手等の操作により、通話の録音が可能であること。 

b 保存及びフォーマット 

録音データは、当該案件の処理が終了するまで保存すること。フォーマット

は Microsoft 社の WindowsOS 上で別途アプリケーションの購入をせずに再生可

能なものであること（機器から出力されるファイルのフォーマットを変換する

ことにより対応可能な場合も可とする。） 

(ｶ) 通信設備関連機器には、必要に応じて無停電電源装置等の停電対策を講ずる

こと。なお、無停電電源装置等については、電話交換機等の重要な機器が安全

に終了できることを目的とし、30 分以上通常稼働できるものとする。 

(2) 案内業務 

ア 業務内容 
「札幌市本庁舎電話交換及び案内業務実施要領」に基づき、以下の業務を行うこと。 

(ｱ) 来庁者に対して本庁舎内・外の市政等に関する各種案内を行うこと。 

(ｲ) 屋上見学の際に案内を行うこと。 

(ｳ) エレベーターの専用運転(VIP 対応等)の操作を行うこと。 

(ｴ) 庁内放送を行うこと。 

(ｵ) 拾得物等が届けられた場合は、本庁舎防災センター(以下、防災センターと記載

する)に連絡し、一時保管すること。 

(ｶ) 不審者の侵入等、異常事態を感知した場合は、速やかに防災センターに通報す

ること。 

 
(3) 共通項目 

ア 業務資料の作成及び更新 

(ｱ) 業務に必要な実施要領、冊子、情報は、委託者が提供する。 

(ｲ) 受託者は、業務に必要な資料を作成し常に最新の状態に更新すること。なお、
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年度始め及び年度末等の委託者における機構変更、人事異動等、最新の更新資

料等作成に伴い、各関係部局及び関係団体等への電話・ＦＡＸ・Ｅメール等を使

用し、必要な情報を収集すること。 

(ｳ) 受託者は、業務の能率的な遂行を確保するため、常に資料を整理すること。 

(ｴ) 受託者は、履行期間終了後、業務で作成した資料及び委託者が提供した業務

実施要領等使用した全ての資料を整理し委託者に返却すること。 

イ 業務報告 

以下に定めるものについて、速やかに報告を行うこと。 

(ｱ) 業務日誌 

所定の業務日誌により、毎日の勤務状況等を委託者に報告すること（別紙２

及び別紙６）。 

(ｲ) 定期業務報告書 

月次報告、年次報告により定期的に業務報告を行うこと。但し、月次報告は

翌月 10 日まで、年次報告は委託者が指定した期日までに提出すること。様式は

任意とする。 

(ｳ) 随時報告 

市民等との間でのトラブルや苦情、緊急事案のあった場合、事案内容と共に、

経過、原因、対策等を速やかに報告すること（別紙３）。 

ウ 打合せ会議の実施 

原則毎月１回程度、委託者の指示により、委託者・受託者間で打合せ会議を実施

する。打合せ会議では、受託者は、委託者の指示により業務の状況の報告等を行

う。 

エ 労働関係法規の遵守 

業務従事者の配置は、労働関係法規を遵守し、長時間の時間外労働や特定の業

務従事者に過度に負荷がかかること等がないよう、適切な配置計画とすること。 

オ 関係法令等の遵守 

カ 受託者及び業務従事者は、関係法令を順守し、秘密を守り、取扱中に聴取した事

項を他に漏らしてはならない。契約終了後も同様とする。 
キ システム関連設備 
(ｱ) 受託者は業務実施場所において、電子メールや業務システムの利用に支障のな

い回線速度が担保された通信回線を契約すること。 
また、委託者との連絡用として、メールアドレスを用意すること。 
通信回線開設及び使用のために必要となる回線契約費用、回線工事費用、月額

基本諸費用（プロバイダ契約料金を含む。）、通信料、使用料等は受託者が負担す
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ること。 
(ｲ) 受託者は、インターネットに接続する等の目的で利用するクライアント端末機

(以下「端末機」という。)等を、受託者の要員数に合わせ必要数用意すること。 
また、本市ではオフィススイートとして Google Workspace を使用するため、端

末機には、Google ドキュメント、Google スプレッドシート、Google スライド上で

閲覧・編集可能なファイル（.docx、.xlsx、.pptx 等）を作成できる環境を用意する

とともに、PDF 閲覧ソフト（無料版可）、セキュリティ対策ソフトをインストール

すること。セキュリティパッチ等は、速やかに更新版を適用させること。OS など

を含め正式ライセンス版以外の使用や、メーカーサポート切れのソフトウェアの使

用は認めない。 
なお、端末機は購入済みの機器の利用を可とするが、利用開始前にネットワー

ク等の設定の消去や本業務で必要のないソフトウェアの削除などの措置を施すこ

と。 
 

 

７ 執行体制 

受託者は、円滑な業務の実施を担保するため、次に揚げる者（以下「従事者等」とい

う。）をそれぞれの業務に置き、業務を遂行するものとする。 

(1) 業務監督者 

業務ごとに従事者の中からそれぞれ１名を監督者として定め、氏名等を委託者に通

知すること。監督者の業務は以下のとおり。 

ア 業務の統括・連絡・調整を行うこと 

イ 従事者の指揮監督及び現場の把握をすること 

ウ 委託者との連絡調整 

エ 電話交換業務又は案内業務 

(2) 従事者 

従事者は、電話交換業務又は案内業務を行う。 

８ 環境負荷の低減に関する事項 

本業務においては、委託者である札幌市の環境マネジメントシステムに準じ、環境 

負荷低減に努めること。なお、特に以下の点に留意すること。 

(1) 電気・水道等の使用にあたっては、極力節約に努めること。 

(2) 成果品に紙を使用する場合、再生紙を使用し、複数ページにわたる場合、原則と

して両面印刷とすること。 

(3) 「札幌市グリーン購入ガイドライン」に基づき、環境負荷の低減を考慮した材料
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等を選定し、グリーン購入の推進に努めること。 

(4) 再生資源の十分な利用及び廃棄物の減量等を通じて、資源の有効な利用の確保及

び廃棄物の適正な処理を図り、生活環境の保全に努めること。 

 

９ 労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面等 

(1) 受託者は、次に掲げる書面を、指定する期日までに提出すること。なお、各書面

の様式及び記載要領は委託者が別に定める。 

ア 労働社会保険諸法令遵守状況確認用書面 

(ｱ) 業務従事者名簿及び業務従事者配置計画書 

業務対象施設に日常的に従事（常駐）する労働者（以下「労働者」という。）

の把握とともに、労働者の配置計画及び社会保険加入義務を確認するため、「業

務従事者名簿」及び「業務従事者配置計画書」を、業務の履行開始日の前日ま

でに提出すること。また、労働者が変更となる場合には、その都度、「業務従

事者名簿」を、変更後の労働者が従事する日の前日までに提出すること。 

(ｲ) 業務従事者健康診断受診等状況報告書 

労働者（上記(ｱ)の「業務従事者名簿」により報告のあった労働者）の健康診

断受診等状況を確認するため、「業務従事者健康診断受診等状況報告書」を、 

履行期間内において、１年毎に１回当該書類を提出すること。 

(ｳ) 業務従事者支給賃金状況報告書 

労働者の支給賃金状況を確認するため、年１回、委託者が指定する期日まで

に、「業務従事者支給賃金状況報告書」を提出すること。 

イ 業務費内訳書、業務従事者賃金支給計画書及び社会保険料事業主負担分調書 

契約金額に対する積算根拠(積算内訳)として、契約締結後直ちに、「業務費内訳

書」、「業務従事者賃金支給計画書」及び「社会保険料事業主負担分調書」を、記

載要領に沿って作成し提出すること。ただし、札幌市役務契約に係る低入札価格

調査制度及び最低制限価格制度運用要領第７条に定める低入札価格調査において、

当該書面を提出している場合には、この限りでない。 

(2) 次のいずれかに該当する場合にあっては、受託者は、上記(1)の書面のほか、契

約約款第 16 条第２項の規定に基づき、受託者が保管する雇用契約書、賃金台帳、出

勤簿その他の労務管理に係る書類を、委託者が指定する期日及び場所において、委託

者が確認できる状態にすること。 

ア 低入札価格調査を実施して契約を締結したもの 

イ 上記(1)の書面での確認において疑義が生じたもの 
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10 その他 

仕様書及び札幌市本庁舎電話交換及び案内業務実施要領に定めの無いものは委託者

と協議し、決定するものとする。 
 

11 提出書類一覧 
書類名 提出時期 

業務費内訳書 契約締結後直ちに 

業務従事者賃金支給計画書 契約締結後直ちに 

社会保険料事業主負担分調書 契約締結後直ちに 

業務従事者・監督者名簿 履行開始日の前日まで 

変更の都度 

業務従事者配置計画書 履行開始日の前日まで 

業務従事者健康診断受診状況報告書 
年１回 

（委託者からの指示） 

業務従事者支給賃金状況報告書 
年１回 

（委託者からの指示） 

業務日誌 （別紙２、６） 日業務毎 

定期業務報告書（月次） 翌月 10 日まで 

定期業務報告書（年次）    指定する日まで 

随時報告書（別紙３） 随時 

シフト表 翌月分を毎月２０日まで 

完了届（役務第９号様式） 各月の業務完了後 
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                                  別紙１ 

 

 

札幌市本庁舎電話交換 

及び案内業務実施要領 
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１ 電話交換業務実施要領 
⑴ 電話交換業務内容及び目的 

市役所代表番号（011-211-2111）への入電に対する外線転送および各種案内を行

う。また、市の案内業務の重要な一端であることを認識し、その対応は簡潔、迅速、

正確かつ公平を期するとともに、質の高い市民サービスの向上を目的とする。 

⑵ 人員配置等 

 運営時間における最低人員配置として、監督者 1 席、従事者１席を確保すること。

毎月 20 日まで（業務の履行開始月及びその翌月は、本市が指定する日まで）に翌月

分の人員配置及びシフト表を委託者に提出し、承認を得ること。 
⑶ 勤務場所と主な業務内容 

  ア 受託者の交換室における転送 

    この職務は様々な入電者と会話するので、言葉遣いは正しく、親切丁寧に応対 

   し、市民の方に不快の念を抱かせることのないよう注意し、主として次の業務を 

   行う。 

(ア) 内線番号または課名（係名）・指定団体名等、指定により転送 
(イ) 業務内容（用件）から担当課（係）へ転送 

但し、担当課が定かでない場合は転送先に内容を確認してから転送。 
(ウ) 職員名による転送 

職員名での問合せは、人事課に転送する。ただし、苦情等で「責任者」への接

続を求められた場合は、担当課に内容を伝えて転送する。 
(エ) 札幌市コールセンターへ転送 
(オ) 入電時「電話交換○○です」と名乗る 
 

イ 電話案内業務 
 庁内各課・市施設の電話番号案内、所在地・アクセス等の案内、各業務担当部署

の案内、関係各機関（自治体・民間団体等）案内、市政やイベント等に関する簡単

な質問に対する案内。 
(ア) 「○○の電話番号を教えて欲しい。」という申し出に対し外線番号を案内す

る。但し、転送の要望があれば転送を行う。なお、転送の範囲は別途指示によ

る。 
(イ) 各事業所・関連施設等の所在地・アクセスについて必要に応じ案内する。 

 内容について詳細を尋ねられた場合は直接お問い合わせいただくよう案内

し電話番号を案内する。役職者名は必要に応じ案内する。 
 「○○についてはどちらに問い合わせればよいか？」等、担当課が不明な
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場合は内容を聞き担当課を的確に案内する。（判断できない場合は担当課に

確認する。）いずれの場合も、転送可能な場合は必要に応じ転送する。 
(ウ) 問い合わせ等の内容が市の管轄外で、国（省庁）・道等の各機関や民間団体 

     等の場合は必要に応じ問い合わせ先・所在地を案内する。 
(エ) 市政やイベント等に関する簡単な質問（一問一答程度）で即答可能な（＝時 

 間のかからない）ものについては、資料・インターネット情報等（根拠）に

基づき回答・案内する。但し、会話が長引きそうな場合は速やかに担当課に転

送し内容を引き継ぐ。 
⑷ その他  
ア 苦情・トラブル対応 

    苦情や申告等は、内容を確認し、担当課へ取り次ぐ。 
通話中、交換手に対する苦情等で氏名・会社名等を聞かれた場合は名乗る。 
上司と替わるよう言われた場合は交換室監督者と交替し、対応を行う。交換室監

督者でも対応ができない又は所管部署の長と替わるよう言われた場合は【庁舎管

理課施設係】に内容を告げて取り次ぐ。 
また、市長に替わるように言われた場合は【市民の声を聞く課】に内容を告   

げて取り次ぐ。 
イ 緊急時対応 
応答時や転送後、「爆弾・爆破・火をつける・殺す・刺す」等、人体・生命に危険

かつ危害を及ぼす内容（脅迫）に至った場合は、速やかに交換台の録音装置を作

動させる。 
 入電時刻・内容のメモを取り（可能な限り）周囲の従事者に知らせる。通話終了

後、録音を確認し、速やかに【庁舎管理課】課長または係長に連絡する。 
 その後の緊急避難・警察の事情聴取への協力等については【庁舎管理課】の指

示に従う。 
ウ 【庁舎管理課】と交換室要員との業務ミーティングは、委託者の指示により、

必要に応じて開催する。なお、業務ミーティングは、原則平日日中に行うことと

するため、業務ミーティング中も交換業務が継続できるよう、必要な体制を整え

ること。 
 

２ 案内業務実施要領 

⑴ 案内業務内容及び目的 

 本庁舎 1 階市民ホール案内ブース、及び総務局行政部庁舎管理課事務室等におい

て、本庁舎等の案内に関する業務を行う。また、市の案内業務の重要な一端である
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ことを認識し、その対応は簡潔、迅速、正確かつ公平を期するとともに、質の高い

市民サービスの向上を目的とする。 

⑵ 人員配置等 

 監督者 1 席、従事者２席を確保すること。毎月 20 日まで（業務の履行開始月及び

その翌月は、本市が指定する日まで）に翌月分の人員配置及びシフト表を委託者に

提出し、承認を得ること。 
⑶ 勤務場所と主な業務内容 
ア 1 階市民ホール案内ブース（以下「案内ブース」という。） 
この職務は様々な来庁者と接するので、言葉遣いは正しく、親切丁寧に応対し、

市民の方に不快の念を抱かせることのないよう注意し、主として次の業務を行う。 

(ア) 来庁者に対する本庁舎内・外の市政等に関する各種案内 
(イ) 拾得物等の届出、遺失物等の問い合わせの防災センターへの引き継ぎ 

イ 1 階庁舎管理課事務室 
(ア) 庁内放送を行う 
(イ) 案内ブースの混雑時の応援 
(ウ) 業務日誌及び資料の作成・更新 

ウ 屋上見学の際の案内 
 庁舎管理課で許可した見学者（小学校等）に対して屋上展望回廊へ案内し、見学

者から簡易な質問事項等があった場合は回答を行う。また、議場の見学の場合は議

会事務局の職員に引き継ぐ。 
 エ エレベーターの専用運転 

庁舎管理課で許可したエレベーターの専用使用時（市長への表敬訪問等）にエ

レベーターの運転を行う。諸外国、他都市からの訪問等の関係上、勤務中は特に

姿勢、服装を正し言葉遣いに留意して礼を失しないよう注意する。また、運転時

には白い手袋を着用する。 
⑷ その他  
ア 業務時間中は、受託者の負担において制服を着用させ、受託者の発行する身分

証明書を常時携帯させること。制服については仕様の指定はしないが節度ある身

だしなみに留意すること。また、胸部には名札を用意、着用させること。 
  なお、着替等を行う場所やロッカー等のスペースは本市が提供する。 
イ 当日のシフト表に変更が生じた場合は、委託者に通知し、承認を得ること。 

 
３ 業務実施準備 

受託者は、業務開始時における円滑な業務運営のため、業務実施期間の開始までに



5 
 

下記⑴～⑷に掲げる作業項目について業務実施準備を行うものとする。なお、当該実施

準備に係る費用は受託者の負担とする。業務実施準備の具体的な作業内容及びスケジ

ュール等は、別紙 7-1「業務実施準備の作業プロセス及びスケジュール」及び別紙 7-2
「業務実施準備における各作業プロセスの実施例」に記載する作業プロセスごとに本

市が提示する前提条件及び留意事項を踏まえたうえで、受託者の提案に基づき実施す

る。受託者は業務実施準備が円滑に進むよう主体となって進捗管理や課題管理等のプ

ロジェクト管理を実施すること。 
⑴ 施設・設備等の整備 
 業務開始及び３⑶ウに記載の実践訓練に向けて、仕様書中６(1)イに掲げる施設を

整備する（別紙 7-3「業務実施準備における前提事項及び留意事項【施設・設備等の

整備】」参照）。なお、業務開始時における円滑な業務運営のため、原則として業務

実施期間に使用する施設を整備すること。 
⑵ 要員の確保及び基礎研修 
  業務従事予定人員を確保し、必要に応じて３⑶から⑷の教育訓練を実施するため

必要なレベルの研修等を実施する。 
⑶ 教育訓練（本庁電話交換業務） 
 下記ア～ウの例を参考に、本稼働を想定したより実践的な机上訓練、実践訓練を計

画し実施すること。特に、支障なく円滑に本稼働へ移行するため、OJT による実践訓

練は必須とする。 
 ア 机上訓練(全体研修) 

受託者（新）の管理・監督候補者等の先行要員が、委託者から提供された業務資

料等を確認し本業務について理解する。 
受託者先行要員から受託者の本業務に関わる全ての者に対し、本業務について

レクチャーを実施する。レクチャーを受けた者がイ実践訓練（ロールプレイング）

が可能なレベルに到達することが本作業プロセスの完了基準である。 
イ 実践訓練（ロールプレイング） 

入電を仮想し、実際の電話交換業務を想定した一連の応対をロールプレイング

形式で実践する。訓練参加者が、ウ実践訓練（OJT）が可能なレベルに到達するこ

とが本作業プロセスの完了基準である。 
 ウ 実践訓練（OJT） 

受託者（現行）の現行業務実施場所内にて、受託者（現行）の本庁電話交換要員

と受託者（新）の本庁電話交換要員を相互に組み合わせて業務を共同で運用し、

業務ノウハウの学習及び引き継ぎを行う（別紙 7-4「業務実施準備における前提条

件及び留意事項【教育訓練（本庁舎電話交換業務）実践訓練（OJT）】」参照）。 
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訓練参加者が業務開始後と同様のサービスレベルを達成できる水準に到達する

ことが本作業プロセスの完了基準である。 
⑷ 教育訓練（本庁案内業務） 

  下記ア～イの例を参考に、本稼働を想定したより実践的な机上訓練、実践訓練を計

画し実施すること。特に、支障なく円滑に本稼働へ移行するため、OJT による実践訓

練は必須とする。 
 ア 机上訓練(全体研修) 

受託者（新）の管理・監督候補者等の先行要員が、委託者から提供された業務資

料等を確認し本業務について理解する。 
受託者先行要員から受託者の本業務に関わる全ての者に対し、本業務について

レクチャーを実施する。レクチャーを受けた者がイ実践訓練(OJT)が可能なレベル

に到達することが本作業プロセスの完了基準である。 
 イ 実践訓練（OJT） 

受託者（現行）の現行業務実施場所内にて、受託者（現行）の本庁案内要員と受

託者（新）の本庁案内要員を相互に組み合わせて業務を共同で運用し、業務ノウ

ハウの学習及び引き継ぎを行う（別紙 7-5「業務実施準備における前提条件及び留

意事項【教育訓練（本庁舎案内業務）実践訓練（OJT）】」参照）。訓練参加者が

業務開始後と同様のサービスレベルを達成できる水準に到達することが本作業プ

ロセスの完了基準である。 
 

４ 契約期間満了に伴う業務の引継ぎについて 
⑴ 業務の引継ぎの準備 

   受託者は下記⑵の実務的な業務引継ぎの準備を兼ね、業務実施期間内を通じて、

本仕様書のほか、委託者から交付された各種資料に記載の無い事項で、実務上必要と

なる業務処理の手順、方法等を記載した業務資料の整備を行うもととし、委託者から

求められた場合は、速やかにこれを提出するものとする。 
 ⑵ 業務の引継ぎの実施 

ア 受託者は、委託者の指示があった場合には業務実施期間の終期に先立ち、概ね

３か月の間、上記⑴の業務資料等によるほか、委託者の指定する場所において委

託者の指示する者に対して実地による実務的な業務引継ぎ及び並行稼働による業

務引継ぎを実施するものとする。 
イ 上記アに掲げる業務引継ぎの詳細は、委託者と協議して定めるものとし、受託

者は電話交換及び案内業務を行う従事人員とは別に、上記アの業務を行う従事人
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員を配置するものとする。 
ウ 引継ぎに係る費用は受託者の負担とする。 

 
５ 地震等の災害時の対応 
 ⑴ 災害時の稼働 

地震等の災害が発生した場合は、速やかに被害状況を確認し委託者に報告を行い、

３時間以内（発生が運用時間外の場合は、翌運用時間開始まで）を目標として通常業

務の稼働が可能となるよう復旧を行うこと。 
 ⑵ 業務の継続 

電力会社の計画停電や大規模停電の発生等により業務実施場所で業務を継続す  

ることが不可となり、委託者から指示があった場合は、業務継続可能な他の場所又  

は設備により業務を実施すること。 
 ⑶ 臨時ブース（電話交換） 

札幌市役所本庁舎は３日程度の非常用電源装置を備えている。 
通常の業務場所及び受託者が用意した災害対応拠点等が何らかの事情で使用でき

ない場合など、受託者が独力で業務継続ができないような非常時には、本庁舎内に以

下の設備を用意することが可能であり、委託者の許可を得たうえで使用することが

できる。電話機は臨時スペース用の電話番号が設定されているので、ひかり電話のボ

イスワープ機能を用いて通常利用の電話番号から臨時スペース用の電話番号への転

送設定を行い受電すること。 
 〇 電話機２台 
 〇 電話回線２回線 

上記以外で業務に必要なヘッドセットやＰＣ等、不足するものは事前に用意する

こと。 
 
６ 納品成果物 
⑴ 提出文書 

契約書、仕様書、要領等で指示されたものの他、発生した事象に応じて委託者が

指示したものを納品すること。また、契約期間終了時には、本業務にて作成及び使用

した全てのマニュアル類、ＦＡＱデータ全件並びに応対履歴データ全件を委託者に

無償で納品すること。 
⑵ 提出形式 

上記文書を A4 判で製本したものを２部納品すること。上記文書を CD-R 又は   

DVD-R(保存形式は、Google ドキュメント、Google スプレッドシート、Google スラ
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イド上で閲覧と編集が可能な形式（.docx、.xlsx、.pptx 等）。ただし、.pdf データし

か存在しないものは.pdf)に保存して一式納品すること。なお、委託者が別途形式を指

示した場合は、指示された形式で納品を行うこと。 
⑶ 提出先 

    委託者の指示による。 
 

７ 著作権 
  成果品及び納品物の権利 

本委託業務で受託者が作成及び更新したマニュアル、ＦＡＱ、応対記録等の成果

品及び納品物について、基本的に一切の権利は委託者に帰属する。ただし、一部に受

託者に属する著作権、特許権、肖像権等が残存する場合において、その権利を行使す

る場合は、その内容を全て明示し、書面による委託者の承諾を得ること。 
  
 
８ 委託者が定期的に提供する資料 
 ⑴ 札幌市機構図（毎年６~７月頃配布：総務局改革推進室） 
 ⑵ 札幌市の行政組織（毎年６~７月頃配布：総務局改革推進室） 
 ⑶ 札幌市役職者名簿（毎年６~７月発行：総務局人事課） 
 ⑷ 行政組織図（年度更新：総務局改革推進室） 
 ⑸ 職員名簿（役職分／電子データ版）（年度更新：総務局人事課） 
 ⑹ 庁舎内レイアウト図（年度更新：庁舎管理課施設係） 
 ⑺ 庁内電話番号一覧（年度更新：庁舎管理課施設係） 
 ⑻ 広報さっぽろ（中央区版）（毎月発行：総務局広報課） 
 



 

　

月 日 （ ） 曜日 報告者

件 Ａ 監督者

　　 本庁部局等 　　　　　　　　　　　　　 件 B

 　　*市民の声を聞く課 件 C

 　　本庁舎内施設等 件

 　　本庁以外部局等 件

 　　*区役所 件

 　　市の関連団体等 件

 　　市の施設等 件

 　　国の機関等 件

 　　道の機関等 件 合　計 件

 　　民間施設・団体等 件 　　　　本庁関連施設・経路等各種案内　　　 件

 　　イベント主催者等 件 　　　　*大通証明サービスコーナー 件

 　　その他 件 　　　　市の施設・経路等各種案内 件

　　　　市以外の施設・経路等各種案内 件

国 際 電 話 受 付 件 数 件 　　　　市関係のイベント等 件

電 報 受 付 件 数 件 　　　　市以外のイベント等 件

　　　　各種問い合わせ等 件

　　　　その他 件

本日の総入呼数はXXX件、応答数はXXX件、応答率はXX.X％でございます。

放棄呼数X件中X件が直切れによるものでございました。

本日は、XXに関することで、XX局に繋げた件が一番多くなりました。

（その他、委託者から指示事項等があった場合は、記入する。）

 【 特記 】

電 話 交 換 案 内 日 誌

 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　○○○(株)
電 話 番 号 案 内 件 数 合　計

研
修

直 接 案 内 ( 回 答 ) 件 数　

従
事
者

庁舎管理課長 施設係長 係

別紙2



報告日

組織名

氏名

氏名

住所

電話

　 　 　

　 　

　　　 　 　

　 　

課長 係長 係

本庁電話交換・案内業務随時報告書

/　/

　

　

発生日 令和　年　月　日（　） 発生時刻 午前　時　分

分類 □電話交換（□案内　□服務　□その他）　□案内（□内容　□服務　□その他）

件名 　

事案概要 　

状況 　　□未対応　　□対応中　　□対応済み

対応者 　

申出人

　

　

　

対応経過

　

　

　

　

原因 　

対策 　

その他 　

庁舎管理課

別紙3



設備（電話）概要

受託者が用意する範囲（破線の枠内）

受託者施設内

電話交換機（ＰＢＸ）

業務仕様書６（１）イに記載する
要件を満たす機器で、下表に
記載する回線が収容可能なこと。

PD盤等

備考用途番号回線種別分類

代表番号011-211-2111から転送着信交換業務011-ABB-AAAA

ひかり電話オフィスＡ(21ch)
（フレッツひかりＮＥＸＴファミリー）

本
庁
電
話

交
換

交換戻し番号011-ABB-BBBB

故障監視用・障害対応用011-ABB-CCCC

電話機

※電話機に代えてＰＣを利用したソフトフォンの利用も可とする。

※電話交換機（ＰＢＸ）は必ずしも受託者施設内に設置することを要しないが、
その場合は受発信の電話番号に関する要件や電話転送等、仕様書に記載の
要件を満たした構成とすること。

別紙４－１

本業務で使用する回線等
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報告事項について 

 

１ 日次報告 

報告内容：前日分の対応件数等について、速報として報告する。詳細は表１のとおり。 

報告日時：毎朝８時頃 

報告方法：電子メール 

データの収集方法：電話交換機（PBX） 

表１ 日次報告における報告事項と内容 

番号 報告事項 内容 

(1) 入呼数 
1 日の入呼数。単位：件。 

※PBX に着信した全ての呼数 

(2) 応答呼数 
1 日の応答呼数。単位：件。 

※入呼数に対し応答できた呼数 

(3) 放棄呼数 

1 日の放棄呼数。単位：件。 

※PBX に着信したが応答や保留アナウンスが流れ

る前に発信者が通話を切断した呼数 

(4) 当該日の状況や連絡事項等 
(1)～(4)に関する補足事項、もしくは特記すべき

報告事項がある場合に文章で記載。 

 

別紙 5－１ 
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２ 月次報告 

報告内容：1 か月（1 日から月末まで）分の対応状況等について報告する。詳細は表２のとお

り。 

報告日時：報告対象月の翌月 10 日までの間（原則） 

報告方法：報告書は電子データで作成し、ファイルを電子メールへ添付 

データの収集方法：電話交換機（PBX） 

表２ 月次報告における報告事項と内容 

番号 報告事項 内容 

(1) 
月次コール状
況① 

該当月の電話対応状況について報告。詳細はアからウのとおり。 

ア 概要 
前月及び前年同月との比較、増減の理由や特記すべき事項をコメ
ントしたもの。 

イ 受電状況 
入呼数、応答呼数、放棄呼数、応答率の日別及び月合計。単位：
件 

ウ 
月次コール数
グラフ 

イをグラフで示したもの。 

(2) 
月次コール状
況② 

該当月の曜日別状況について報告。詳細はアからキのとおり。 

ア 概要 前月との比較や特記すべき事項をコメントしたもの。 

イ 受電状況 
入呼数、応答呼数、放棄呼数、応答率の曜日別合計及び月合計。
単位：件 

ウ 入呼割合 月全体に対する該当曜日の入呼割合。単位：％ 

エ 平均入呼数 該当曜日における平均入呼数。単位：件 

オ 平均応答数 該当曜日における平均応答数。単位：件 

カ 応答率 該当曜日における平均応答率。単位：％ 

キ 
月次コール数
グラフ 

イとエをグラフで示したもの。 

(3) 
月次コール状
況③ 

該当月の時間別状況について報告。詳細はアからオのとおり。 

ア 概要 前月との比較や特記すべき事項をコメントしたもの。 

イ 受電状況 
入呼数、応答呼数、放棄呼数、応答率の時間別合計及び月合計。
単位：件 

ウ 入呼割合 
月全体に対する該当時間の入呼割合。単位：％ 
※該当時間とは 1 時間ごとの入呼数をいう。例：８時台（８時 00
分～８時 59 分） 

エ 平均入呼数 
該当時間における平均入呼数。単位：件 
※該当時間とは 1 時間ごとの入呼数をいう。例：８時台（８時 00
分～８時 59 分） 

オ 
月次コール数
グラフ 

イとウをグラフで示したもの。 

(4) 
月次コール状
況④ 

該当月の電話交換案内件数（電話番号案内件数、直接案内件数） 
交換案内件数について報告。詳細はアからウのとおり。 

ア 概要 前月との比較や特記すべき事項をコメントしたもの。 

イ 
受付番号案内
件数 

該当月における電話番号案件別受付数の日別及び月合計。案件、
件数、平均件数。 
前月と比較をし、増減の要因をコメントすること。 

ウ 直接案内件数 
該当月における直接案内受付数の日別及び月合計。案件、件数、
平均件数。 
前月と比較をし、増減の要因をコメントすること。 
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(5) 
月次コール状
況⑤ 

該当月の電話交換件数（局区別交換件数内訳） 
交換件数について報告。詳細はア及びイのとおり。 

ア 概要 特記すべき事項をコメントしたもの。 

イ 交換件数 該当月における局区別の交換数の日別及び月合計。局区、件数。 

(6) 
月次コール状
況⑥ 

該当月の電話交換件数（局区別交換件数） 
交換件数について報告。詳細はア及びイのとおり。 

ア 概要 前月との比較や特記すべき事項をコメントしたもの。 

イ 
月次交換数グ
ラフ 

上記(5)の局区別月合計をグラフで示したもの。 
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３ 年次報告 

報告内容：1 年間（４月１日から３月 31日まで）分の対応状況等について報告する。詳細は表

３のとおり。 

報告日時：本市が指定する期日 

報告方法：報告書は電子データで作成し、ファイルを電子メールへ添付 

データの収集方法：電話交換機（PBX） 

表３ 年次報告における報告事項と内容 

番号 報告事項 内容 

(1) 
年次コール状況
① 

該当年の電話対応状況について報告。詳細はアからウのとお
り。 

ア 概要 
年間を通しての対応結果や特記すべき事項をコメントした
もの。 

イ 受電状況 
入呼数（単位：件）、応答呼数（単位：件）、放棄数（単位：
件）、応答率（単位：％）の月合計の推移及び年度合計。 

ウ 受電状況グラフ 
イをグラフで示したもの。 
 

(2) 
年次コール状況
② 

曜日ごとの問合せ分類別件数の推移について報告。詳細はア
からウのとおり。 

ア 概要 曜日ごとの比較や特記すべき事項をコメントしたもの。 

イ 受電状況 

入呼数（単位：件）、応答呼数（単位：件）、放棄数（単位：

件）、入呼割合（単位：％）、平均入呼数（単位：件）、応答

率（単位：％）の時間別合計の推移及び年度合計。 

ウ 受電状況グラフ イをグラフで示したもの。 

(3) 
年次コール状況
③ 

時間ごとの問合せ分類別件数の推移について報告。詳細はア
からウのとおり。 

ア 概要 
時間ごとの比較や特記すべき事項をコメントしたもの。 
 

イ 受電状況 
入呼数（単位：件）、応答呼数（単位：件）、放棄数（単位：
件）、入呼割合（単位：％）、平均入呼数（単位：件）、応答
率（単位：％）の時間別合計の推移及び年度合計。 

ウ 受電状況グラフ 
イをグラフで示したもの。 
 

(4) 
年次コール状況
④ 

電話交換案内件数の入電状況について報告。詳細はアからイ
のとおり。 

ア 概要 
年間を通しての案内件数に特記すべき事項をコメントした
もの。 

イ 受電状況 
当該年度においての電話番号案内件数、直接案内件数の月合
計の推移及び年度合計。単位：件。 

(5) 
年次コール状況
⑤ 

交換件数について報告。詳細はア及びイのとおり。 

ア 概要 特記すべき事項をコメントしたもの。 

イ 交換状況 局区別の交換件数の月別及び年合計。 

(6) 
年次コール状況
⑥ 

交換件数について報告。詳細はア及びイのとおり。 

ア 概要 特記すべき事項をコメントしたもの。 

イ 
年次交換数グラ
フ 

上記(5)の局区別年合計をグラフで示したもの。 
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(総入呼数）
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着信数に対し応答できた数。
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放棄数
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月 日 曜日　（ ）　　報告者 （ ）

名 名 （会社名）
名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名

名 名 件

名 名 件

名 名 件

名 名 件

名 名

名 名 件

名 名

名

名

　【業務報告】

　【主な行事】

合　　　　　　　　　計

＜ロビー＞　　　午前　  分（　　件）　　午後　  分（　　件）　　　計　  分（　　件）

＜資料更新＞　１２０分

＜その他＞　　 ９０分

案
　
　
　
　
内
　
　
　
　
状
　
　
　
　
況

会 計 室 交 通 局

合 計

下 水 道 河 川 局 電 話 コ ー ナ ー

都 市 局

環 境 局 庁 舎 外

建 設 局 職員の所属問合せ

子 ど も 未 来 局 議 会 事 務 局 市 民 呼 出

経 済 観 光 局 庁 舎 内 お 尋 ね

ス ポ ー ツ 局 監 査 事 務 局 全 庁 周 知

保 健 福 祉 局 農 業 委 員 会 職 員 呼 出

財 政 局 選 挙 管 理 委 員 会
＜ 放 送 件 数 ＞

市 民 文 化 局 人 事 委 員 会

デ ジ タ ル 戦 略
推 進 局

区 役 所

まちづくり政策局 教 育 委 員 会

出
勤
者

市民の声を聞く課 消 防 局

危 機 管 理 局 水 道 局

福 利 ・ 共 済 オンブズマン事務局

総 務 局 病 院 局

別紙６
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契約

9月 10月 11月 12月

作
業
内
容

本稼働

業務実施準備の作業プロセス及びスケジュール

施設・設備等の整備

業務実施準備

要員の確保及び基礎研修

机上訓練
（全体研修）

実践訓練
（ＯＪＴ）

教育訓練（本庁電話交換業務）

机上訓練
（全体研修）

実践訓練
（ＯＪＴ）

教育訓練（本庁案内業務）

作業プロセスの概要等は「業務実施準備における各作業プロセスの実施例」を参照のこと。

各作業プロセスの開始時期は業務仕様書等により提示する前提及び制約事項の範囲で前倒して開始可

実践訓練
（ロールプレイング）

別紙７－１



マイルストーンプロセスの完了基準プロセスの説明作業プロセス

教育訓練：9月末
本稼働：11月末

教育訓練及び本稼働が可能なこと
施設、電話設備、システム関連設備の設置または整備
※別紙７－３参照

施設・設備等の整備

教育訓練が可能なこと業務従事予定人員の確保及び最低限の基礎研修要員の確保及び基礎研修

10月中旬
訓練参加者が実践訓練（ロールプレイング）
が可能なレベルに到達すること。

教育訓練参加者全てが資料等により業務を理解
机上訓練
(全体研修)

教
育
訓
練

（
本
庁
舎
電
話
交
換
業

務
）

10月末
訓練参加者が実践訓練（ＯＪＴ）が可能なレ
ベルに到達すること。

実際の業務を想定した一連の応対をロールプレイング形式で
行う

実践訓練
（ロールプレイング)

11月末業務仕様書に記載の水準に到達すること。
受託者（現行）の施設内でＯＪＴにより訓練を行う。
※別紙７－４参照

実践訓練
（ＯＪＴ）

10月末
訓練参加者が実践訓練可能なレベルに到達
すること。

教育訓練参加者全てが資料等により業務を理解
机上訓練
(全体研修)教

育
訓
練

（
本
庁
舎
案
内

業
務
） 11月末業務仕様書に記載の水準に到達すること。

業務実施場所においてＯＪＴにより訓練を行う
※別紙７－５参照

実践訓練
（ＯＪＴ）

別紙７－２業務実施準備における各作業プロセスの実施例
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受託者（新）現行受託業者

電話番号

（本稼働後）

電話番号

（業務実施準備）
回線種別電話番号回線種別

新規付番
ひかり電話オフィスエース(21ch)
（フレッツひかりＮＥＸＴファミリー）

交換業務011-ABB-AAAA
ひかり電話オフィスＡ(21ch)
（フレッツひかりＮＥＸＴファミリー）

新規付番戻し番号011-ABB-BBBB

新規付番故障監視用011-ABB-CCCC

業務実施期間中の実践訓練（並行稼働）への対応及び本稼働への円滑な移行のため、業務実施期間中に本稼働に向けた受電環
境を構築し、動作確認等を実施する。

具体的には、受託者（新）の業務場所に上記に記載する回線を新規開設、本稼働に向けた受発信試験等を全て済ませ、
本稼働の切り替えタイミング(11/30～12/1又は委託者が指示する日時)で「着信転送先の変更」または「回線移設による同番移行」
により切り替えを実施する。

本稼働の切り替えタイミングでの同番移行を行うため、業務実施期間で新設する回線は本市が回線名義人となる回線を準備する。
契約後、受託者の業務場所（設置場所）が確定次第、ＮＴＴ東日本へ回線開設依頼を行う（依頼後の現地確認の対応に係る調整等
は受託者が実施すること）。

電話回線の新規開設及び切り替えについて

業務実施準備における前提条件及び留意事項
【 施設・設備等の整備】



受託業者（現行）施設内の業務実施場所内にて、受託業者（現行）本庁電話交換要員と受託業者（新）本庁電話交換要員を相互
に組み合わせて業務を共同で運用し、業務ノウハウの学習及び訓練を行う。

・・・・

一日目 七日目 ・・・

・・・・

・・・

受託業者（現行） 受託業者（新）

市民

所管部局へ転送 所管部局へ転送

市民

業務実施準備における前提条件及び留意事項
【教育訓練（本庁舎電話交換業務） 実践訓練（ＯＪＴ）】

受託業者（現行）施設内の業務実施場所

別紙７－４

監
督
者

従
事
者

従
事
者

監
督
者

従
事
者

従
事
者

ま
た
は
監
督
者



本庁者案内窓口において、受託業者（現行）本庁案内要員と受託業者（新）本庁案内要員を相互に組み合わせて業務を共
同で運用することにより、業務ノウハウの学習及び訓練を行う。

監
督
者

従
事
者

従
事
者

監
督
者

従
事
者

従
事
者

ま
た
は
監
督
者

・・・・

一日目 七日目 ・・・

・・・・

・・・

別紙７－５

市役所本庁舎１階案内ブース

業務実施準備における前提条件及び留意事項
【教育訓練（本庁舎案内業務） 実践訓練（ＯＪＴ）】

受託業者（現行） 受託業者（新）


